
国
有
財
産
の
効
率
的
な
活
用
を
推
進
す
る
た
め
の
国
有
財
産
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

参
議
院
財
政
金
融
委
員
会

平
成
十
八
年
四
月
二
十
日

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

現
下
の
極
め
て
厳
し
い
国
の
財
政
事
情
に
か
ん
が
み
、
国
以
外
が
使
用
し
た
方
が
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
国
有
財
産

に
つ
い
て
は
、
売
却
な
ど
そ
の
有
効
活
用
に
努
め
る
と
と
も
に
、
国
が
使
用
す
る
必
要
の
あ
る
国
有
財
産
に
つ
い
て
は
、
財

務
大
臣
に
よ
る
監
査
及
び
使
用
調
整
を
責
任
を
持
っ
て
実
施
し
、
民
間
の
視
点
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
つ
つ
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
な
ど

一
層
の
効
率
的
な
活
用
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
地
震
防
災
上
の
観
点
か
ら
、
耐
震
性
能
を
確
保
し
た
合
同
庁
舎
等
の
効
率

的
な
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

一

国
家
公
務
員
宿
舎
に
つ
い
て
は
、
真
に
必
要
な
宿
舎
需
要
に
限
定
し
、
合
同
宿
舎
化
等
に
よ
り
効
率
的
に
整
備
を
推
進
す

る
こ
と
。
特
に
、
東
京
二
十
三
区
内
の
宿
舎
に
つ
い
て
は
、
都
市
再
生
や
土
地
の
高
度
利
用
等
の
観
点
か
ら
、
そ
の
移
転
・

跡
地
有
効
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
。

一

国
有
財
産
の
有
効
活
用
又
は
売
却
促
進
に
資
す
る
た
め
、
貸
付
け
を
行
う
国
の
庁
舎
等
の
床
面
積
の
余
裕
部
分
の
状
況
及

び
公
募
手
続
を
広
く
公
表
す
る
と
と
も
に
、
売
却
可
能
な
す
べ
て
の
未
利
用
国
有
地
に
関
す
る
情
報
を
適
時
に
更
新
す
る
な

ど
、
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
よ
り
即
応
し
た
情
報
を
迅
速
に
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


